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オスプレイ配備の中止等を求める会長声明

２０１２年６月２９日、米国は政府に対し、沖縄普天間基地の米海兵隊に垂直離

着陸大型輸送機ＭＶ２２オスプレイ（以下 「オスプレイ」という ）を配備する、 。

通告を行い、その後、８月からオスプレイが普天間基地に配備された。今後、配備

された２４機のオスプレイは①奥羽山脈を中心に阿武隈高地を南端とするグリーン

ルート、②出羽山脈を中心とするピンクルート、③新潟県粟島を北端に、越後山脈

・妙高高原・飛騨山脈を経て、岐阜県高山市を南端とするブルールート、④和歌山

県中部から四国山地を中心とするオレンジルート、⑤九州山地を中心とするイエロ

ールート、⑥トカラ列島を北端とし、沖縄本島の北部沖合に位置する伊平屋島を南

端とするパープルルート、⑦中国山地を中心とするブラウンルートの計７ルートで

夜間も含めた低空飛行が計画されるとともに、普天間基地から、岩国基地及びキャ

ンプ富士への派遣も予定されている。

また、先日、２年後には嘉手納基地に、垂直離着陸大型輸送機ＣＶ２２オスプレ

イの配備も検討されているとの報道もなされており、今後、さらに、日本国内に、

オスプレイの配備計画が進められる可能性がある。

オスプレイは、従来、配備されていたＣＨ４６ヘリに比べ、輸送兵員が２倍の２

４人、輸送貨物が約４倍の９１００Ｋｇ、最大速力が約２倍の５２０Ｋｍ/ｈ、航

続距離が５倍以上の３９００Ｋｍとなり、空中給油を行えば沖縄－北朝鮮間の往復

や中国への飛行も可能となる軍事輸送機であり、日本の国土を超えた軍隊の展開が

可能となる兵器である。

他方、オスプレイは、オートローテーション（エンジン停止の際でもプロペラが

回転し、墜落を回避する機能の機能）の欠陥や、回転翼機モードと固定翼機モード

の飛行モードの切替え時の不安定さなど、専門家から構造上、重大な危険をはらん
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でいると指摘されている。そして、開発段階から墜落事故が絶えず、昨年４月には

モロッコで２人死亡、昨年６月にはフロリダで５人負傷の墜落事故を起こすなど、

すでに死者３６人と負傷者７人を数え、墜落事故の危険が特に危惧されている。

また、オスプレイの騒音は従来、配備されていたＣＨ－４６ヘリよりも大きいこ

とから、事故の危険以外にも、７つのルート周辺の広範な地域での騒音問題等も強

く懸念される。

、 、 、 、しかしながら 日本政府は 日米地位協定並びに航空法特例法によって 米軍が

オスプレイによって、日本の領空内において、航空法が定める最低安全高度（人口

密集地３００メートル、それ以外１５０メートル）を大幅に下回る地上約６０メー

トルの低空飛行を認めるに至っている。この点、日本政府は、憲法が保障する基本

的人権、とりわけ、生命・身体・日常生活等を害されることなく平和のうちに安全

に生存する権利（憲法前文、９条、１３条など）を確保する責務を負っており、か

かる権利を保障するために、米国政府に対して必要かつ実効的な措置を求めること

は、日本政府の責務である。また、日本国内で生活する者の平和的生存権を確保す

るために、主権国家として、日本政府が、米国政府に対し、必要かつ実効的な措置

を求めることは当然のことである。

しかし、日米地位協定第５条並びに航空法特例法第３項により、在日米軍は日本

の領空内において航空法遵守義務を負わないため、日本政府が、在日米軍の航空機

の管理運営を制約し、活動を制限する権限を有さない。

そのため、日本政府は、オスプレイの飛行について 「できる限り学校や病院を、

含む人口密集地域上空を避ける」とした日米合同委員会における合意が、既に、宜

野湾市をはじめ、那覇市、浦添市などの人口密集地域の上空での飛行が常態化して

おり、沖縄市・名護市では学校上空での低空飛行が確認されるなど、周辺地域で生

活する者らの生命・身体・日常生活の安全を確保する実効的な措置ではないことが

実証されているにもかかわらず、米国政府に対し、さらなる実効的な措置を講じる
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ことを求めることもできない。

さらに、現在まで、米国並びに日本政府はブラウンルートにおけるオスプレイの

飛行を否定していないが、他のルートと異なり、米国政府はブラウンルートの内容

については公表していない。兵庫県の県境にある氷ノ山付近から生野ダム周辺が、

、 、ブラウンルートの一部に指定されているとの報道もあり 当該周辺地域の住民らは

自らの生命・身体・日常生活等を害するおそれのある極めて重要な情報に接するこ

とすらできない中で日々の生活を余儀なくされている。今後も、ブラウンルートの

内容が公表されず、飛行区域において合意に反する低空飛行訓練等が継続される事

態となれば、兵庫県内において生活する者の生命・身体・日常生活の安全に重大か

つ取り返しのつかない被害を招くことにもなりかねない。

以上のとおり、日本政府が、現在、７つのルートの周辺地域の住民に対する生命

・身体・日常生活等を害されることなく平和のうちに安全に生存する権利を保障す

るための措置を講じることができない状況にある。

現在の状況に見れば、７つのルートにおけるオスプレイの低空飛行訓練は、周辺

地域で生活をする全ての者の生命・身体・日常生活の安全に危険を及ぼし、平和で

安全に生活する権利を脅かすものであるといわざるを得ない。

、 、 。 、よって 当会は 現在の状況におけるオスプレイの配備・飛行に反対する また

日米両政府に対し、日本政府が、米国政府に対し、国民の平和的生存権を確保する

ために、在日米軍に対し、実効的な措置を講じることを求められるように、日米地

位協定並びに航空法特例法の改定・見直しを行うように求める次第である。

２０１３年（平成２５年）２月２１日

兵庫県弁護士会

会長 林 晃 史


